
地域周遊・長期滞在促進のための専門家派遣事業

地域に専門家を派遣し、課題解決に向けた戦略の策定、好循環を創出する施策の展開、多様な関係者の育成等の助言を
通じ、旅行者の地域周遊・長期滞在を促進することを目的とする。

目的

旅行者の地域周遊・長期滞在に向け、地域の課題解決に資する専門家を派遣。
観光庁が専門家を派遣する必要があると判断した地域に、当該地域及び専門家と調整の上、派遣を実施。

観光庁、地方運輸局等事務局（請負事業者）

■支援対象

登録DMO・候補DMO 地方公共団体

派遣に関する調整 調整・報告

（２）派遣決定の通知
（１）派遣要請
（４）助言を踏まえ、報告書を提出

専門家

（３）派遣による助言
（オンライン含む）

※各専門家を派遣可能な期間には、
年間25日等の制限あり

派遣スキーム

DMO等の設立から運営 調査・戦略策定 受入環境整備 滞在コンテンツの充実 情報発信・プロモーション

①DMO等の組織運営

②DMO等の財源確保

③DMO等の人材育成・採用

※DMO等…DMO、観光協会、第三セク
ター等

④データ収集ツールの導入

⑤各種データの収集・整理・
効果検証

⑥観光戦略策定

⑦事業者や住民等の理解・
参画促進

⑧資金調達

⑨施設・機器・二次交通の
整備や改善

⑩観光施設運営
（宿泊施設・商業施設・体験施設・
観光案内所等）

⑪観光人材育成
（宿泊施設・商業施設・体験施設・観
光案内所・ランドオペレーター・
ガイド等）

⑫サービス品質保証

⑬観光資源の抽出

⑭滞在コンテンツ造成
（自然・文化・食・スポーツ等）

⑮販路開拓・拡大

⑯名産品開発

⑰WEB・SNSの活用

⑱その他 情報発信・プロ
モーション

派遣対象となる専門分野
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